
「大分市住生活基本計画（案）」に関するパブリックコメントにおいて寄せられた意⾒等の概要とそれに対する事務局の考え方 

 

意⾒募集期間︓令和５年１月４⽇〜２月３日 

意⾒提出者︓２名 

意 ⾒ 件 数︓１０件 

 

番号 意⾒の概要 意⾒に対する本市の考え⽅ 

１ 
本案 18 頁〜20 頁に記載されている市の災害リスクに関する認識に賛同いたします。 

 

貴重なご意⾒ありがとうございます。 

２ 
本案 21 頁に記載された市の⾃然災害の課題認識につき、賛同いたします。 貴重なご意⾒ありがとうございます。 

 

３ 

32 頁の「基本施策Ⅱ-１︓災害につよいまちづくり」の重点施策として「①住まいの防災・減災に関する意識の向上」を掲げ、

災害後の復旧・再建を意識した施策を展開されることに賛同します。 

また、本計画が「住生活の安定の確保及び向上の促進」を図る意味からも「基本施策Ⅱ-１︓災害につよいまちづくり」の柱書

の、「自分の命は自分で守る」のキャッチフレーズを「自分の命・財産（or住宅）は⾃分で守る」とするほうが適当ではないか

と思慮いたします。 

なお、些細なことではありますが、「今後、南海トラフ地震や大雨等による浸水被害など」とありますが、地震は揺れと津波に

よる被害が発生することから「今後、南海トラフ地震の震災被害や大雨等による浸水被害など」と記載することもご一考願い

ます。 

また、「＜主な取組＞※各取組に対応する事業名等は P36 参照」は、P37 ではないかと思慮いたします（その他同様の誤りが多

数あります）。 

37⾴の「目標ごとの対象取組事業等」の「ページ」列も引⽤⾴が誤っているように思慮いたします。 

 

キャッチフレーズ部分の記載につきましては、ご指摘頂いた通り「自分の命・財産は自分

で守る」に修正いたします。 

南海トラフ地震部分の記載につきましては、「今後、南海トラフ地震や、大雨などの大規

模自然災害が発生するおそれがあります。」に修正いたします。 

また、ページ番号に誤りのある箇所については、正しいページ番号に修正いたします。 

貴重なご意⾒ありがとうございます。 

４ 

32 項の「【重点】①住まいの防災・減災に関する意識の向上」については、住宅⾃体の復旧・再建への情報発信を想定されてい

るかと考えておりますが、住宅の復旧・再建には多額の費⽤がかかることから、経済的な備えに関しても情報発信が必要では

ないかと思慮します。具体的には、公助として被災者⽣活再建⽀援制度のほか、⾃助として地震保険法に基づきノーロス・ノー

プロフィットで運営されている地震保険制度や、国の防災基本計画においても推進している⽔災補償保険の普及など⾃然災害

を補償する保険などの経済的な備えに関しても情報提供することは重要なことではないかと考えます。 

 

⾃然災害による住宅の復旧には、多額の費用を要することからご提案頂いたご意⾒につい

て参考にさせていただきます。貴重なご意⾒ありがとうございます。 

５ 

39 項の５－３成果指標の「基本施策Ⅱ-１︓災害につよいまちづくり」に成果指標として、「住宅の耐震化率」を掲げ、令和７

年度に「おおむね解消」とする目標設定に関しても賛同いたします。 

 

貴重なご意⾒ありがとうございます。 

６ 

計画のネーミングについて 

市⺠に親しみやすいネーミングをつけて⾒たらどうでしょうか︖ 

「おおいた笑顔住まいビジョン 2023（大分市住生活基本計画）」等。 

（大阪府は、「住まいビジョン・大阪（大阪府住生活基本計画）」とあります。） 

 

 

計画の名称につきましては、⼤分市⺠にとって理解しやすい名称とするため、国及び大分

県との整合を図るため、今回より「大分市住生活基本計画」としております。貴重なご意

⾒ありがとうございます。 



 

７ 

住宅確保要配慮者の対応について 

案には、「借家に居住する住宅確保要配慮者は、今後 7 万世帯程度で推移すると⾒込まれている。」とありますが、資料からそ

の中⾝を⾒てみますと、以下のような数字となっています。 

・子育て世帯    R2〜21 千世帯→R27〜21 千世帯（増減無し） 

 ・低額所得世帯   R2〜29 千世帯→R27〜26 千世帯（減 3 千世帯） 

 ・高齢夫婦のみ世帯 R2〜5 千世帯 →R27〜7 千世帯（増 2 千世帯） 

 ・高齢単身世帯   R2〜11 千世帯→R27〜17 千世帯（増 6 千世帯） 

この数字でもわかるように、高齢単身世帯の住宅確保が重要になってくると考えます。昨年末の新聞に「50歳までに⼀度も結

婚したことのない人の割合が急速に増えている。身寄りのないまま⾼齢化すれば、地域社会から孤⽴、⽣活困窮などが懸念さ

れる。中でも単⾝⾼齢者の住まいは今後の重要なテーマの⼀つだ。持ち家がなく、⽼後資⾦も乏しい⼈は、賃貸住宅の契約を希

望しても保証⼈を⽴てにくいなど、安定した住居の確保が難しい可能性がある。」との記事が掲載されておりました。 

2 月 1 日付「おおいた市議会だより VOL.196」に、先般の市議会での質問と回答の記事が掲載されておりました。その中に「居

住⽀援協議会の設⽴について」との記事もあり、「設⽴に向け検討したい。」旨の回答となっておりました。前述しましたように

⾼齢単⾝者の住宅確保が重要になってくると考えますので、居住⽀援協議会を設⽴し具体的な対策をお願いしたいと思います。 

社会保障の充実や安心して働ける場所等、いろいろな事が関係して大変難しいと思いますが、よろしくご検討ください。 

 

計画策定後に、居住⽀援協議会の設⽴及び具体的な対策について検討してまいります。貴

重なご意⾒ありがとうございます。 

８ 

⾼経年マンション等への対応について 

市内には築後 40年を経過するマンションが 65棟あるということで、維持管理の適正化や再⽣に向けた取組強化が必要になっ

てきています。マンションの管理形態が「管理組合による⾃主管理」。修繕積⽴⾦の作成根拠が「⻑期修繕計画に基づいていな

い」。⻑期修繕計画の作成状況が「未作成」。このようなマンションもあると聞きます。マンション管理の相談会を開催いただく

ようになっておりますが、該当するマンションまで出向いて積極的に関わることが必要だと考えます。住んでいる方は、問題

意識を感じていないのではないか。感じているけどどうしていいのか分からないのではと思います。（私も同様なマンションに

住んでいるのでそのように感じます。） 

 

マンション管理の適正化の推進を図ることを目的に、本計画の個別計画として大分市マン

ション管理適正化推進計画を策定中です。計画の策定後は、計画に則りマンション管理の

適正化を推進してまいります。貴重なご意⾒ありがとうございます。 

９ 

市営住宅の整備・適正な維持管理について（市営住宅と県営住宅の⼀体的整備） 

建替えの時期をむかえた⼤分市内の県営住宅、市営住宅が多く⾒受けられます。県営、市営住宅の⼀体的整備等は考えられな

いでしょうか。特に県営市営が混在する団地では一体的整備が必要と思われます。 

 

市営住宅の適切な維持管理等を目的として、本計画の個別計画として「⼤分市公営住宅等

⻑寿命化計画」を策定しています。計画に則り、大分県(県営住宅)と連携した整備等の実

現に向けて検討して参ります。貴重なご意⾒ありがとうございます。 

１０ 

連携体制の構築について 

⼤分県住宅供給公社を、⼤分市の住宅施策を推進する団体のひとつとして、積極的活⽤を図っていくことはできないでしょう

か。現在は⼤分市営住宅の管理を⾏っているようですが、⼤分市の空き家対策、まちづくり、分譲マンションの管理の適正化の

指導、住宅相談等、住宅に関する市の課題に即した事業を機動的に⾏う役割を担うこと等で連携できないでしょうか。 

 

現在、⼤分県住宅供給公社には⼀部の市営住宅の管理を委託しております。その他の住宅

関連業務の連携につきましては参考とさせていただきます。貴重なご意⾒ありがとうござ

います。 

 


